
総務部財政課

・

うち引上げによる増収相当額

単位：千円

国県
支出金

その他
うち引上げによる
増収分充当額

生活困窮者自立支援事業
＜各種支援業務委託料等＞

73,889 49,814 0 24,075 19,092

障害者福祉サービス事業
＜日常生活用具給付費＞

40,602 27,247 0 13,355 5,082

小児医療助成事業
＜小児医療費扶助費＞

740,840 94,610 30 646,200 253,300

特定教育・保育施設支援事業
＜施設型給付費等＞

4,028,693 2,665,711 255,305 1,107,677 568,065

特定地域型保育支援事業
＜小規模保育事業・家庭的保育事業＞

266,627 190,463 750 75,414 70,936

特別保育事業
＜幼稚園型預かり保育事業＞

26,713 17,808 0 8,905 8,376

国民健康保険事業特別会計繰出金
＜国民健康保険事業保険基盤安定負担金繰出
金＞

729,385 553,564 0 175,821 104,942

介護保険事業特別会計繰出金
＜介護保険事業介護給付費繰出金等＞

2,480,605 126,583 0 2,354,022 530,347

後期高齢者医療事業特別会計繰出金
＜後期高齢者医療事業保険給付費繰出金＞

1,945,817 0 0 1,945,817 498,634

予防接種事業
＜各種予防接種委託料等＞

572,766 9,174 0 563,592 116,504

がん検診事業
＜各種がん検診委託料等＞

368,303 94 1,530 366,679 15,873

老人センター等管理運営事業
＜管理運営委託料等＞

196,248 0 25 196,223 1,767

救急医療対策事業・口腔保健センター運営事業
＜休日夜間急患診療所事業・休日急患歯科診療
所事業等＞

176,558 5,071 1,539 169,948 19,991

11,647,046 3,740,139 259,179 7,647,728 2,212,909

【歳入】

2,212,909

財源内訳

単位：千円

事業名
特定財源

合計

保
健
衛
生

【別紙２】消費税率引上げ分の活用について

社
会
保
険

【歳出】

事業費
一般財源

【基本的な考え方】

消費税率引上げに伴う地方消費税増収相当分（令和５年度見込額2,212,909千円）については、その額を社会保障経費に充
当する。

・ 具体的には、「社会福祉」、「社会保険」及び「保健衛生」に区分される介護・医療・児童関係費等に充当する。

区分

地方消費税交付金

交付見込額

4,057,000

社
会
福
祉



総務部財政課【充当する事業】 単位：千円

事業費 充当額

社会福祉 5,177,364 924,851

生活困窮者自立支援事業 73,889 19,092

＜各種支援業務委託料等＞

障害者福祉サービス事業 40,602 5,082

＜日常生活用具給付費＞

740,840 253,300

＜小児医療費扶助費＞

特定教育・保育施設支援事業 4,028,693 568,065

＜特定教育・保育施設支援事業＞

特定地域型保育支援事業 266,627 70,936

＜小規模保育事業・家庭的保育事業＞

特別保育事業 26,713 8,376

＜幼稚園型預かり保育事業＞

5,155,807 1,133,923

国民健康保険事業特別会計繰出金 729,385 104,942

＜国民健康保険事業保険基盤安定負担金繰出金＞

2,480,605 530,347

（2,229,665） (476,697)

（168,778） (36,084)

（82,162） (17,566)

1,945,817 498,634

＜後期高齢者医療事業保険給付費繰出金＞

保健衛生 1,313,875 154,135

予防接種事業 572,766 116,504

＜各種予防接種委託料等＞

がん検診事業 368,303 15,873

＜各種がん検診委託料等＞

老人センター等管理運営事業 196,248 1,767

＜管理運営委託料等＞

救急医療対策事業・口腔保健センター運営事業 176,558 19,991

＜休日夜間急患診療所事業・休日急患歯科診療所事業等＞

11,647,046 2,212,909

＜低所得者保険料軽減繰出金＞

地域支援事業にかかる必要経費の一部を一般会計が負担し、介護保険事業特別会計に繰り出しま
す。

介護保険事業特別会計繰出金

社会保険

合計

後期高齢者医療事業特別会計繰出金

項目及び事業内容

保険料の軽減相当額を一般会計が負担し、国民健康保険事業特別会計に繰り出します。

保険料の軽減相当額を一般会計が負担し、介護保険事業特別会計に繰り出します。

保険給付費の一部を一般会計が負担し、後期高齢者医療事業特別会計に繰り出します。

幼稚園型預かり保育事業を行う事業者に対し、運営費を助成します。

休日夜間の診療体制の整備に伴う必要経費を措置します。

生活困窮者の自立の促進を図るため、相談支援、学習・生活支援、就労支援などを行います。

小児医療助成事業

小児医療に係る保険適用分医療費の自己負担額全額を18歳までに拡大して給付します。

身体機能を補い日常生活を容易にするために障害者等の日常生活用具の給付を行います。

ポリオ、ＢＣＧ、日本脳炎に加え、水痘、高齢者肺炎球菌等の予防接種を実施します（平成26年度
から）。また、小児B型肝炎の予防接種、インフルエンザ予防接種の単価増に伴う経費（平成28年度
から）、風しん第５期予防接種等（令和元年度から令和６年度まで）、ロタの予防接種（令和２年度か
ら）、HPVワクチンの接種勧奨再開及びキャッチアップ（令和４年度から令和６年度まで）を実施する
ための必要経費を措置します。

要介護及び支援認定者が、介護サービス等を受けた時の費用の金額の一部を一般会計が負担し、
介護保険事業特別会計に繰り出します。

疾病の早期発見、早期治療につなげ、市民の健康寿命の延伸を図るため、がん検診を実施しま
す。また、胃がんリスク検診（平成27年度から）、前立腺がん検診（平成29年度から）、胃がん内視鏡
検診の導入及び口腔がん検診事業補助金（令和２年度から）の実施に伴う必要経費を措置します。

鎌倉市老人福祉センター、名越やすらぎセンター、教養センター、今泉さわやかセンター、玉縄すこ
やかセンター、腰越なごやかセンターの管理運営業務に係る必要経費を措置します。

小規模保育事業・家庭的保育事業等を行う事業者に対し、運営費を助成します。

＜地域支援事業繰出金＞

子ども・子育て支援法に基づく確認を受けた幼稚園、保育所及び認定こども園に対し、運営費等を
助成します。

＜介護保険事業介護給付費繰出金＞


